
１　市町村の取組状況

表-1 対象市町村数及び平成１３年度制度実施市町村数

対　　象
市町村数

実 　施
市町村数

全域指定 38 36

部分指定 8 6

全域指定 6 5

部分指定 13 8

57 52

２　協定締結の状況

表-2 協定形態別内訳
（単位：件､人、ha､千円）

集落協定 個別協定 計

協定数 419 9 428

参加者数 15,161 9 15,170

協定面積 4,203 21 4,224

交付金額 512,215 2,089 514,304

表-3 平成１３年度の協定締結面積に占める農振農用地区域編入面積

（単位：ａ）

田 畑 計

中道町 10 60 70

高根町 5 5

合計 15 60 75

合　　計

平成１３年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

８法地域

特認地域

　平成１３年度に直接支払交付金制度を実施した市町村は、過疎法等の地域振興関連８法（以
下、「８法」という。）及び山梨県中山間地域等直接支払制度特認基準（以下、「特認」とい
う。）に指定された地域を有する５７市町村のうち、５２市町村。
　なお、５市町村は、対象農用地が無い、又は、対象農用地が非常に少ない等の理由から、平
成１３年度においては制度を実施していない。

（注）特認基準の部分指定地域については、８法部分指定
市町村と重複する関係で合計が合わない。

（注）四捨五入の関係で合計が合わない場合があ
る。

田
20.0%

畑
80.0%

　集落協定は４１９協定、個別協定は９協定で合計４２８協定が締結されている。
　参加者数は集落協定で１５，１６１人、個別協定で９人で合計１５，１７０人が参加している。
　協定面積は集落協定で４、２０３ｈａ、個別協定で２１ｈａで合計４，２２４ｈａが締結されている。
　交付金額は集落協定へ５１２，２１５千円、個別協定へ２，０８９千円で合計５１４，３０４千円を交付している。

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業
振興を図っていく地域が農振農用地区域として設定さ
れ、優良農地の確保・保全がなされている。

（注）四捨五入の関係で合計が合わない場合があ
る。
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表-4 集落協定参加者の構成
（単位：人､組織､組合）

農業者 生産組織 水利組合 その他 計

14,969 4 89 99 15,161

表-5 個別協定の経営形態別内訳

認定農業者 農業生産法人 農業協同組合 計

6 2 1 9

表-6 一協定当たり及び協定参加者一人当たり面積・交付金額　（単位：人､ha､千円）

全体 一協定当たり 一人当たり 全体 一人当たり

協定面積 4,203 10.0 0.28 21 2.29

交付金額 512,215 1,222.5 33.8 2,089 232.2

集落協定 個別協定

農業協同組合
11.1%

農業生産法人
22.2%

認定農業者
66.7%

一人当たり協定面積(ha)

0.28

2.29

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

集落協定 個別協定

一人当たり交付金額（千円）

33.8

232.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

集落協定 個別協定

生産組
織
0.0%

水利組
合
0.6%

農業者
98.7%

その他
0.7%

　一協定当たり及び協定参加者一人当たり面積・交付金額を協定形態別に見ると、協定面積では集落協定は一協定
あたり１０．０ｈａ、一人当たり０．２８ｈａ、個別協定では一人当たり２．２９ｈａとなっている。
　また、交付金額では集落協定は一協定あたり１，２２２．５千円、一人当たり３３．８千円、個別協定では２３２．２千円
となっている。
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表-7 協定農用地の地目・区分別内訳 （単位：ha）

急傾斜 小区画不整形 緩傾斜
その他

（※１） 計

田 1,626 9 1,319 27 2,982

畑 258 - 970 14 1,242

計 1,885 9 2,289 41 4,224

表-8 地域別実施状況 （単位：ha）

田 畑 計 割合

市部 39 419 458 10.9%

東山梨郡 0 284 284 6.7%

東八代郡 44 304 348 8.2%

西八代郡 30 36 66 1.6%

南巨摩郡 164 108 272 6.4%

中巨摩郡 117 38 155 3.7%

北巨摩郡 2,462 3 2,465 58.4%

南都留郡 122 12 134 3.2%

北都留郡 4 38 41 1.0%

計 2,982 1,242 4,224

（注）四捨五入の関係で計が合わな
い場合がある。

（注）四捨五入の関係
で計が合わない場合が
ある。

地目別内訳

田
70.6%

畑
29.4%

農用地の区分別内訳 その他
1.0%

小区画不整
形
0.2%

緩傾斜
54.2%

急傾斜
44.6%

田の区分別内訳

急傾斜
54.5%

緩傾斜
44.2%

小区画不
整形
0.3%

その他
0.9%

畑の区分別内訳

緩傾斜
78.1%

急傾斜
20.8%

その他
1.1%
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南都留郡
北都留郡

畑

田

※１は、高齢化率・耕作放棄率の高
い農地をいう。

　協定締結面積を地目別に見ると、田が７０．６％、畑が２９．４％となっている。
　傾斜等の交付区分別に見ると急傾斜が４４．６％、小区画不整形が０．２％、緩傾斜が５４．２％となっている。
　

　協定締結面積を、市部、８郡の９ブロッ
ク別にみると、最も多いのが北巨摩郡で
２，４６５ｈａとなっている。
　さらに地目別にみると、田で最も多いの
が北巨摩郡で２，４６２ｈａ。畑で最も多い
のが市部で４１９ｈａ、次いで東八代郡で
３０４ｈａ、東山梨郡で２８４ｈａとなってい
る。
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表-9 集落協定における協定農用地面積別協定数

１ha～ ５ha～ 10ha～ 20ha～ 30ha～ 50hａ～ 計

市部 19 11 10 1 4 45

東山梨郡 20 15 7 1 43

東八代郡 22 6 14 2 44

西八代郡 17 1 2 20

南巨摩郡 25 8 3 3 1 40

中巨摩郡 23 2 4 1 30

北巨摩郡 59 34 41 23 14 6 177

南都留郡 3 2 1 1 7

北都留郡 11 2 13

計 199 81 81 30 21 7 419

表-10 集落協定における協定参加者数別協定数

２人～ ５人～ 10人～ 20人～ 30人～ 50人～ 100人～ 計

市部 1 4 11 5 10 11 3 45

東山梨郡 2 5 12 9 10 5 43

東八代郡 3 9 8 11 12 1 44

西八代郡 4 8 3 3 2 20

南巨摩郡 5 7 8 9 7 4 40

中巨摩郡 1 15 5 3 5 1 30

北巨摩郡 20 46 27 36 41 7 177

南都留郡 1 2 2 2 7

北都留郡 8 1 4 13

計 3 43 118 66 88 83 18 419

～50hａ
1.7%

～30ha
5.0%

～20ha
7.2%

～10ha
19.3%

～５ha
19 3%

～１ha
47.5%

～20人
15.8%

～30人
21.0%

～50人
19.8%

～10人
28.2%

～100人
4.3%

～２人
0.7% ～５人

10.3%

　　一協定あたりの平均協定面積
は１０．０ｈａ（表－６参照）ですが、
協定農用地面積別協定数をみる
と、最も多いのが１ｈａ以上５ｈａ未
満で１９９協定（４７．５％）、次が５ｈ
ａ以上１０ｈａ未満と１０ｈａ以上２０ｈ
ａ未満で８１協定（１９．３％）となっ
ている。

　　一協定あたりの平均協定人数
は３６人ですが、協定参加者数別協
定数をみると、最も多いのが１０人
以上２０人未満で１１８協定（２８．
２％）、次が３０人以上５０人未満（２
１．０％）となっている。
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３　共同取組活動の実施状況

表－11 集落協定における交付金の配分状況

共同取組活
動充当

農業者等へ
配分

計

金額
（千円） 241,481 270,733 512,215

表-12 集落協定における共同取組活動充当割合別協定数

０％ １％～ ２５％～ ５０％～ ７５％～ １００％ 計

市部 9 7 19 9 1 45

東山梨郡 9 23 9 2 43

東八代郡 29 15 44

西八代郡 14 6 20

南巨摩郡 1 10 3 14 12 40

中巨摩郡 1 27 1 1 30

北巨摩郡 1 6 159 11 177

南都留郡 1 6 7

北都留郡 12 1 13

計 50 68 38 216 0 47 419

共同取組活
動充当
47.1%

農業者等へ
配分
52.9%

０％
11.9%

～１％
16.2%

～２５％
9.1%

～５０％
51.6%

～７５％
0.0%

１００％
11.2%

　集落協定による共同取組活動を通じて耕作放
棄を防止するとの観点から、直接支払額の概ね１
／２以上が集落の共同活動に使用されることが
望ましく、集落協定における交付金の配分状況は
共同取組活動に２４１，４８１千円（４７．１％）が配
分されている。

　集落協定における共同取組活動充当割合別協
定数をみると、最も多いのが５０％以上７５％未
満で２１６協定（５１．６％）となっている。その内訳
として市部、８郡の９ブロック別に見ると最も多い
のが北巨摩郡で１５９協定となっている。
　０％の協定が５０協定（１１．９％）ある反面１０
０％の協定も４７協定（１１．２％）となっている。
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表-13 共同取組活動に対する交付金の使用方法

集落活動報
酬

農用地に
関する事項

水路･農道等
の維持管理

多面的機能を
増進する活動

生産性･収益の
向上､

担い手の定着
その他

選択協定数 272 251 337 220 192 95 （複数回答）

表-14 農業生産活動等（農用地）に関する事項

農地法面
点検

既耕作放棄
地保全管理

賃借権設定
・農作業
の委託

鳥獣被害
防止対策

既耕作地
復旧

その他

選択協定数 297 223 210 115 95 111 （複数回答）

64.9%

59.9%

80.4%

52.5%

45.8%

22.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

集落活動報酬

農用地に
関する事項

水路･農道等
の維持管理

多面的機能を
増進する活動

生産性･収益の向上､
担い手の定着

その他

70.9%

53.2%

50.1%

27.4%

22.7%

26.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

農地法面
点検

既耕作放棄
地保全管理

賃借権設定
・農作業
の委託

鳥獣被害
防止対策

既耕作地
復旧

その他

　集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（農用地）に関する事項についてみると、最も多く
位置付けられている活動は、「農地法面点検」で２９７協定（７０．９％）で、次いで「耕作放棄地保全管理」で２２３協
定（５３．２％）、「賃借権設定・農作業の委託」で２１０協定（５０．１％）の順となっている。

　集落協定に位置づけられている交付金の使用方法についてみると、最も多く位置付けられている使用方法は、
「水路・農道等の維持管理」で３３７協定（８０．４％）となっている。
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表-15 農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関する事項

農道管理 水路管理 その他

選択協定数 391 417 16 （複数回答）

表-16 多面的機能を増進する活動に関する事項
周辺林地の
下草刈り

景観作物
堆きゅう肥
の施肥

魚類・昆虫
類保護

その他

選択協定数 212 175 66 26 90 （複数回答）

93.3%

99.5%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

農道管理

水路管理

その他

50.6%

41.8%

15.8%

6.2%

21.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

周辺林地の
下草刈り

景観作物

堆きゅう肥
の施肥

魚類・昆虫
類保護

その他

　集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関する事項について
みると、「農道の管理」を位置づけている協定の数は３９１（９３．３％）、「水路の管理」を位置づけている協定の
数は４１７（９９．５％）となっている。

　集落協定に位置づけられている活動内容を、多面的機能を増進する活動に関する事項についてみると、最も
多く位置付けられている活動は、「周辺林地の下草刈り」で２１２協定（５０．６％）で、次いで「景観作物」で１７５協
定（４１．８％）の順となっている。
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表-17 生産性・収益の向上に関する事項

農作業の受
委託推進

高付加価値
型農業

農作業の
共同化

機械･施設の
共同購入･
共同利用

その他

選択協定数 208 132 99 70 39 （複数回答）

表-18 担い手の定着に関する事項

新規就農者の
受入先確保

新規就農者の
住宅確保 その他

選択協定数 86 13 39 75 154 136 37 （複数回答）

新規就農者の参入

認定農業
者の育成

オペレーター
の育成･確保

農地の面
的集積

その他

49.6%

31.5%

23.6%

16.7%

9.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

農作業の受
委託推進

高付加価値
型農業

農作業の
共同化

機械･施設の共同購入･
共同利用

その他

20.5%

3.1%

9.3%

17.9%

36.8%

32.5%

8.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

新規就農者の
受入先確保

新規就農者の
住宅確保

その他（新規
就農者参入)

オペレーター
の育成･確保

農地の面
的集積

認定農業
者の育成

その他（担い
手の定着)

　集落協定に位置づけられている活動内容を、生産性・収益の向上に関する事項についてみると、最も多く位置
付けられている活動は、「農作業の受委託推進」で２０８協定（４９．６％）で、次いで「高付加価値型農業」で１３２
協定（３１．５％）の順となっている。

　集落協定に位置づけられている活動内容を、担い手の定着に関する事項についてみると、最も多く位置付けら
れている活動は、「農地の面的集積」で１５４協定（３６．８％）で、次いで「認定農業者の育成」で１３６協定（３２．
５％）の順となっている。
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